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わが家の「やんちゃっ子」
10月24日に生まれました。
手足ばたばたやんちゃな子！元気に育ってね～。　
石井柊

し ゅ う

羽くん（3か月）豊住

忘れまい、3.11を年賀状で再認識
今年も掲示板を利用して、広く地域の皆さんに防災年
賀状を書きました。
あの大震災からもうすぐ2年、平和な日常を守るため
に、風化させることなく再認識のため続けています。
浅岡下自治会　荒井伸喜さん

「サンタさん、ありがとう」
袋井市青年団では、中学生を対象とする青少年指導
者養成講座を毎年行っています。
この講座の最終日となる12月23日に、中学生が企
画・準備した「クリスマス会」を子育て支援センター
で開催しました。参加した子どもたちは、サンタの
衣装を着た中学生たちと、楽しいひとときを過ごし
ました。
袋井市青年団団長　田中信裕

振り込め詐欺などの被害を防ぐために、地域で勉強会
を行いたいのですが、利用できる制度はありますか？
　市消費生活センターでは、悪質商法や振り込め詐欺
などの被害を防止し、消費生活に関する知識を普及さ

せることを目的に、無料の「消費者出前講座」を開催してい
ます。講座では、最近の相談事例を交えながら、手口や対
処法について説明します。また、出前講座で寸劇を披露す
る劇団もありますので、ご活用ください。
対象　市内の団体、サークル、学校などでおおむね10人以
上の参加が見込めるもの

実施日時　月～金曜日の午前9時30分～午後4時の間（ただ
し、祝日を除きます）

所要時間　1時間程度

◇会合前後の短い時間でも対応しますので、ご相談ください。
会場　袋井市内（会場は、申込者側でご用意ください）
申込方法　
①実施の1か月前まで（劇団上演希望の場合は2か月前ま
で）に、電話でご相談ください。開催希望日時、開催
場所、参加予定者数、講演内容などについての希望を
伺います。

②日程調整し、開催できるかどうかをご連絡します。
③開催できる場合は、申込書により正式にお申し込みく
ださい。

◇出前講座のほか、窓口で啓発パンフレットを配布してい
ます。是非、ご利用ください。
市消費生活センター（産業振興課内）　☎44-3136


